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東部・西部地域包括支援センター職員紹介 

～よろしくお願いします～ 

  

東部地域包括支援センター 
 

所長（主任介護支援専門員） 谷川由美子 

係長（社会福祉士）     酒井 裕美 

保健師           横井 裕美 

主任介護支援専門員     上村 有紀 

社会福祉士         岩木太一朗 

介護支援専門員       髙口 奈恵  

             

          

西部地域包括支援センター 
 

所長（社会福祉士）  近藤 良一 

主任介護支援専門員  玉田 由香

保健師        荻野 優子

看護師        宮城 佳弥

介護支援専門員    岡部  寛

介護支援専門員    杦本 美香

介護支援専門員    西澤 千春 

丹波篠山市地域包括支援センターだより 
 

 

 

社会福祉法人 丹波篠山市社会福祉協議会 
丹波篠山市東部地域包括支援センター（担当地区：篠山・城東・多紀） 

〒６６９－２４４１ 丹波篠山市日置３８５番地１（城東公民館内） 
ＴＥＬ ５５６－２３４０ ＦＡＸ ５５６－２３５１ 

丹波篠山市西部地域包括支援センター（担当地区：西紀・丹南・今田） 
〒６６９－２２０５ 丹波篠山市網掛３０１番地（丹南健康福祉センター内） 
ＴＥＬ ５９４－３７７６ ＦＡＸ ５９０－１５５７ 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 と  き と こ ろ 内  容 問い合わせ先 

ホッと・ひといき
カ フ ェ 

5月中止 
6月 14日（月） 
（第２月曜日） 

13：30～ 

城下まち会館 

認知症介護で悩ん
でいる人や認知症
に関心がある人が
気軽に立ち寄れる
スペース 

丹波篠山市役所 
長寿福祉課 
高齢支援係 
T E L 5 5 2 - 5 3 4 6  

 
 

東部地域包括支援センター 
T E L 5 5 6 - 2 3 4 0 

 

西部地域包括支援センター

T E L 5 9 4 - 3 7 7 6 

 

たきたきカフェ 

5月中止 
6月 16日（水） 
（第３水曜日） 

10：00～ 

旧保健センター 
（東雲診療所隣） 

りんごカフェ 

5月 12日（水） 
6月 9日（水） 
（第２水曜日） 

14：00～ 

西紀老人福祉センター 

カフェやすらぎ 

5月中止 
6月 10日（木） 
（第２木曜日） 

13：30～ 

やすらぎ古市館 

かやのみカフェ 
5月 23日（日） 
(奇数月第４日曜日) 

10：00～ 
中立舎 

ささやまみらい 
カ  フ  ェ 

開催日未定 
（第１月曜日） 

14：00～ 

兵庫医科大学ささやま医療センター  
ささやまみらい談話室 

今月の耳寄り情報 

 

★今月の認知症カフェだより★ 

 

Ｑ．ひとり暮らしの高齢者の方から「先日、急に

気分が悪くなり動けなくなった。気が動転して、

どこに電話したら良いのか分からなくなった。

何か良い方法はありますか」との相談がありま

した。 

Ａ.「緊急通報システム」の紹介をさせていただ

きました。緊急通報システムとは、ひとり暮らし

または、高齢者世帯等に設置し、病気や事故など

万が一の場合に機器の緊急ボタンを押すことに

より、緊急通報センターへ自動的に通報が可能

となり、事前に登録した近隣者を交えた地域の

見守り体制を構築することができます。 

また、24時間通報センター看護師による健康相

談を利用することができます。 

【対象者】 

市内に住所がある 65歳以上で、次のいずれかに、

該当する方 

① ひとり暮らし（日中独居を含む） 

② 65歳以上の方のみの世帯 

③ 障がい者手帳を有する方と 65 歳以上の方

のみの世帯 

④ その他市長が必要と認める方              

【利用料】 

機器の利用には、世帯の課税状況により月

100円～1,360円の利用料金になります。 

 

 

． 

 

 

       

こんな相談がありました 

 

※新型コロナウイルスの状況に応じて開催の有無や時間短縮を判断することもあります。 

 

社協の「地域の宝物」リストについてご紹介します。 

■市内の公的な制度・サービス以外で地域住民や商店、

企業独自の取り組みなどを「地域の宝物」と捉えて見

える化（リスト化）した冊子です。 

■「生活の困りごとを支援する情報」や「生きがいや

社会参加につながる情報」を必要とする方に活用いた

だけることを目的に、市内の民生児童委員・協力委員、

福祉委員、自治会長、福祉・介護サービス事業所、ま

ちづくり協議会、ケアマネジャーなどに配布されてい

ます。 

■高齢者世帯や一人暮らしの方への訪問時や、定年退

職を迎えた世代の方への生きがい探し、また他地域の

情報を知ることで自分たちの地域づくりの参考にする

など、活用の仕方はさまざまです。 

■苦労しながらも継承され 

てきた地域行事や活動が地 

域の貴重な宝物であり、人 

と人とのつながりを作って 

います。コロナに負けず、 

この大切な宝物を守り、助 

け合い支え合う活動を、さ 

らに広げていくことが、だ 

れもが安心して暮らせる地 

域づくりにつながっていく 

のではないでしょうか。 
 


